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１ 前回会議の振り返り 

（１）国民健康保険税の負担状況について 

・国民健康保険税には、均等割軽減や課税限度額の制度があり、低所得世帯や一定額以上の所得を有する高所得世帯の保険税負

担は抑えられている。 

・相対的に中間所得世帯の保険税負担が大きいため、県が示す応能応益割合への見直しが重要となる。 

 

（２）保険税率の見直し(案)について 

・令和７年度の標準保険税率によるシミュレーションでは、１人当たり約１６, ６００円の引上げとなる。 

・次回は、１１月中旬に埼玉県から示される令和８年度の標準保険税率によるシミュレーションをお示しするが、上記の令和７

年度標準保険税率より増加する見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

２ 保険税率の見直し（案）について 

（１）令和８年度市町村標準保険税率（秋の試算）結果について 

この度、埼玉県から令和８年度国保事業費納付金及び標準保険税率についての「秋の試算（仮算定）結果」が示されました。 

   それに基づく、本市の令和８年度市町村標準保険税率は下表のとおりであり、所得割率、均等割額ともに大幅に増加している

ほか、新たに「子ども・子育て支援納付金分」が追加されています。 

 
 所得割率 均等割額     

現 行 R8 標準 増加率 現 行 R8 標準 増加額   軽減後の均等割額 

医療分 7.50％ 8.11％ ＋0.6１％ 31,900 円 49,311 円 ＋17,411 円  R8 標準 増加額 

後期高齢者支援金分 2.50％ 2.84％ +0.34％ 11,500 円 17,117 円 ＋5,617 円  ７割軽減 25,400 円 ＋8,900 円 

介護納付金分 2.20％ 2.44％ ＋0.24％ 12,000 円 17,274 円 ＋5,274 円  ５割軽減 42,500 円 ＋14,900 円 

子ども・子育て分 ― 0.27％ 皆増 ― 1,737 円 皆増  ２割軽減 68,100 円 ＋23,800 円 

合計 12.20％ 13.66％ ＋1.46％ 55,400 円 85,439 円 ＋30,039 円  軽減なし 85,439 円  

  

【令和８年度市町村標準保険税率算定に係る主な増減要因】 

増加要因 

●子ども・子育て支援納付金の創設に伴う増。 

●一人当たり保険給付費額、後期高齢者支援金等及び介護納付金の増。 

●令和７年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が５５万円から６５万円に１０万円引き上げられる 

ことに伴う増。 

→所得割保険税の算定に係る旧ただし書き所得が減少することにより、保険税収入が減少。 

→自己負担割合（７０歳以上）及び高額療養費自己負担限度額の判定に用いる課税所得や旧ただし書き所 

得が減少する等により、下の区分に移行する者が生じ、給付額が増加。 

減少要因 〇一人当たり前期高齢者交付金の増。 

 

（表１） （表 2） 

（表 3） 
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37%
63%

現状

47%53%

目標(R8まで)

（２）保険税率の見直しのシミュレーション 

▼令和８年度の試算条件 

① 令和８年度に赤字を解消するため、県が示す本市の令和８年度市町村標準保険税率をもとに試算する。なお今回は、 

  １１月中旬に「秋の試算（仮算定）」として示された令和８年度市町村標準保険税率（表１）をもとに試算する。 

  ※本算定は令和８年１月中旬に示される予定。 

 

② 応能応益割合を応能割５３％、応益割４７％に変更する。 

 

 

     

  

 

 

   ③ 国の基準に併せて、賦課限度額を１０６万円から１０９万円とする。なお、子ども・子育て支援納付金分の賦課限度額

は未だ示されていないため、シミュレーション上は当納付金分の賦課限度額は加味されていない。 

 

 

 

 

 

◎上記の前提条件をもとに、保険税率の見直しについてシミュレーションを行った（次ページ以降）。 

 課税限度額(R７) 課税限度額(R８) 増加額 

医療分 65 万円 6６万円 ＋１万円 

後期高齢者支援金分 2４万円 2６万円 ＋２万円 

介護納付金分 17 万円 17 万円 ― 

子ども・子育て支援分 ― 未定 ― 

合計 10６万円 10９万円 ― 

応能割 

（所得割） 

応益割 

（均等割） 
応益割 

（均等割） 

応能割 

（所得割） 

（図 1） 

（表４） 
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【国民健康保険税の算定方法（令和８年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

▼計算例  40 代、単身、年間給与収入 300 万円（給与所得 202 万円）の場合 

→所得割額の基準所得金額 ＝ 202 万円 － 43 万円(基礎控除) ＝ 159 万円 

 

 

 

 

 

 所得割額 均等割額 合計（100 円未満切捨て） 

①医療分 159 万円 ×  ８.11％ ＝ 128,949 円 49,311 円 178,200 円 

②後期高齢者支援金分 159 万円 × 2.84％ ＝  45,156 円 17,117 円 62,200 円 

③介護納付金分 159 万円 × 2.44％ ＝  38,796 円 17,274 円 56,000 円 

④子ども・子育て支援分 159 万円 × 0.27％ ＝   4,293 円 1,737 円 6,000 円 

   （年間保険税額）302,400 円 

①医療分 

(課税限度額 66 万円) 

＜所得割額＞ 

(前年の総所得金額等－基礎控除)×８.１１％ 

＜均等割額＞ 

49,３１１円 + 

②後期高齢者支援金分 

(課税限度額 26 万円) 

＜所得割額＞ 

(前年の総所得金額等－基礎控除)×2.８４％ 

＜均等割額＞ 

17,117 円 

③介護納付金分 

(課税限度額 17 万円) 

※40 歳～64 歳まで 

＜所得割額＞ 

(前年の総所得金額等－基礎控除)×2.44％ 

＜均等割額＞ 

17,274 円 

+ 

= 

= + 

= 年
間
保
険
税
額 

（図 2） 

③子ども・子育て支援金分 

(課税限度額 未定) 

※１８歳以上 

＜所得割額＞ 

(前年の総所得金額等－基礎控除)×0.27％ 

＜均等割額＞ 

1,737 円 + 

（表５） 
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《シミュレーション：県が示した本市の令和８年度市町村標準保険税率とした場合》 

▼条件１              ▼条件２             ▼条件３ 
５0 代、単身                 ６５歳以上夫婦（所得：夫のみ）    ３人世帯 ［40 代夫婦＋未就学児１人］  

（介護納付金分なし）           (所得：夫のみ) 
                     (１８歳未満は子ども・子育て支援納付金分なし) 

所得 
【条件１】 年間保険税額 

増加額 
【条件２】 年間保険税額 

増加額 
【条件３】 年間保険税額 

増加額 
《参考》 

所得階層割合※ 現行 見直し後 現行 見直し後 現行 見直し後 

0～43 万円 16,500 円 25,400 円 8,900 円 26,000 円 40,700 円 14,700 円 39,700 円 61,000 円 21,300 円 0～43 万円 28.84% 

50 万円 36,200 円 52,100 円 15,900 円 50,300 円 75,900 円 25,600 円 74,700 円 111,400 円 36,700 円 43～50 万円 1.67% 

100 万円 124,800 円 163,100 円 38,300 円 100,300 円 132,000 円 31,700 円 135,700 円 179,600 円 43,900 円 50～100 万円 9.71% 

150 万円 185,800 円 231,400 円 45,600 円 176,300 円 228,900 円 52,600 円 236,400 円 309,200 円 72,800 円 100～150 万円 10.73% 

200 万円 246,800 円 299,700 円 52,900 円 243,700 円 312,400 円 68,700 円 297,400 円 377,600 円 80,200 円 150～200 万円 9.26% 

250 万円 307,800 円 368,000 円 60,200 円 293,700 円 368,400 円 74,700 円 385,000 円 486,600 円 101,600 円 200～250 万円 7.06% 

300 万円 368,800 円 436,300 円 67,500 円 343,700 円 424,600 円 80,900 円 446,000 円 555,000 円 109,000 円 250～300 万円 4.97% 

400 万円 490,800 円 572,900 円 82,100 円 443,700 円 536,800 円 93,100 円 568,000 円 691,600 円 123,600 円 300～400 万円 6.39% 

500 万円 612,800 円 709,500 円 96,700 円 543,700 円 649,000 円 105,300 円 690,000 円 828,200 円 138,200 円 400～500 万円 3.44% 

600 万円 734,800 円 846,100 円 111,300 円 643,700 円 761,200 円 117,500 円 812,000 円 964,400 円 152,400 円 500～600 万円 1.98% 

700 万円 856,800 円 975,200 円 118,400 円 743,700 円 873,400 円 129,700 円 934,000 円 1,076,600 円 142,600 円 600～700 万円 1.38% 

800 万円 970,300 円 1,084,200 円 113,900 円 843,700 円 933,100 円 89,400 円 1,035,500 円 1,111,600 円 76,100 円 700～800 万円 0.90% 

900 万円 1,045,700 円 1,114,800 円 69,100 円 887,200 円 946,600 円 59,400 円 1,060,000 円 1,116,600 円 56,600 円 800～900 万円 0.54% 

1000 万円 1,060,000 円 1,117,500 円 57,500 円 890,000 円 949,300 円 59,300 円 1,060,000 円 1,119,300 円 59,300 円 900～1000 万円 0.37% 

1000 万円超 
1,060,000 円 1,117,500 円

～ 

57,500 円 

～ 

890,000 円 949,300 円 

～ 

59,300 円 

～ 

1,060,000 円 1,119,300 円 

～ 

59,300 円 

～ 
1000 万円超 2.03% 

※低所得者に係る均等割保険税の軽減判定が見直される見込みだが、国から示されていないため現行どおり。 

※子ども・子育て支援納付金分の賦課限度額は国から示されていないため設定なし。 

※子ども・子育て支援納付金分の均等割額は 18 歳未満の被保険者は課税なし。 

※所得階層割合は、全被保険者の割合となる。 

 

 

（表６） 
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【条件１】５０代、単身

現行 増加額
（図 3） 

（図 4） 
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【条件２】６５歳以上夫婦

現行 増加額
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（３）シミュレーション結果 

・医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の全ての区分で、所得割率、均等割額ともに引き上がるため、所得が高くなる

につれ、現行と比べた見直し後の増加額が大きくなる。 

・所得約１００万円未満の世帯については均等割額の軽減対象となるが、均等割額そのものの増加額が大きいため、軽減対

象世帯の影響も大きい。 

・課税限度額の制度があるため、一定額以上の所得を有する高所得世帯の保険税負担は抑えられている。 

・上記の結果、特に中間所得層の増加額が大きくなる。 

 

 

+21,300円+21,300円+36,700円+43,900円
+72,800円

+80,200円
+101,600円

+109,000円
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0円 43万円 50万円 100万円 150万円 200万円 250万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円

【条件３】３人世帯（４０代夫婦＋未就学児１人）

現行 増加額
（図 5） 
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※埼玉県から示された本市の令和８年度市町村標準保険税率（秋の試算）。 

（４）税率改定による影響（参考） 

 

  年度 
所得割率 均等割額 

１人当たりの影響（見込） 
    増減率  増減額 

令和 7 年度 現行 12.20％  55,400 円       

 

令和８年度（秋の試算）※ 見直し後 1３.6６％ ＋1.４6％ 85,439 円 ＋30,039 円 ＋25,700 円、＋24.4％ 

（表７） 

・令和８年度の標準保険税率（秋の試算）によるシミュレーションでは、１人当たり約 2５,700 円の引上げと

なる見込みである。 

・次回は、１月中旬に埼玉県から示される令和８年度の標準保険税率（本算定）によるシミュレーションを踏ま

えた答申（案）について協議いただく予定である。 

ポイント！ 
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【参考①】 県内他市の保険税率の状況について 

（１）県内他市との比較【第２回運営協議会資料：振り返り】 

・本市の保険税率は、県内他市（同規模・近隣等）と比較し、所得割率は中間に位置していますが、均等割額は低い水準とな

っています。 

・本市では令和６年度に保険税率を改定しましたが、他市では、令和７年度にさいたま市、川越市、春日部市、草加市など、

県内４３市町村が保険税率を改定しています。 

 

 

  

 医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 合計 
備考 

所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 

県標準保険税率 ７.４４% 45,623 円 2.74% 16,558 円 2.29% 16,480 円 12.47% 78,661 円  

さいたま市 7.13% 38,300 円 2.60% 13,500 円 2.24% 14,600 円 11.97% 66,400 円 R7 年度改定 

川口市 7.45％ 28,000 円 2.50％ 9,000 円 1.30％ 13,000 円 11.25％ 50,000 円  

川越市 7.25% 36,300 円 2.70% 14,100 円 2.20% 15,000 円 12.15% 65,400 円 R7 年度改定 

越谷市 7.50% 31,900 円 2.50% 11,500 円 2.20% 12,000 円 12.20% 55,400 円 R6 年度改定 

春日部市 7.65% 39,400 円 2.53% 14,500 円 2.11% 14,900 円 12.29% 68,800 円 R7 年度改定 

草加市 7.87% 37,000 円 2.63% 11,600 円 2.23% 13,500 円 12.73% 62,100 円 R7 年度改定 

久喜市 7.81％ 39,000 円 3.09% 16,600 円 2.87％ 16,200 円 13.77% 71,800 円 
所得割率県内１位 

R7 年度改定 

八潮市 7.80% 35,000 円 2.50% 15,000 円 2.30% 14,000 円 12.60% 64,000 円 R7 年度改定 

三郷市 7.20% 32,800 円 2.50% 11,600 円 2.20% 13,700 円 11.90% 58,100 円 R7 年度改定 

吉川市 6.90% 37,000 円 2.50% 11,000 円 2.30% 14,000 円 11.70% 62,000 円 R7 年度改定 

・他市と比較すると、所得割率は中間に位置しているが、均等割は低い水準となっている。 

・他市も、埼玉県標準保険税率などを参考に、赤字解消に向け保険税率の見直しなどを進めている。 

ポイント！ 
（表８） 
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（２）県内他市町村の税率改定状況（R6→R7） 

・県内６３市町村のうち、４３市町村（６８％）において、令和７年度に税率を改定しています。 

・令和６年度から令和７年度にかけて、所得割率＋１％以上、均等割額＋１万円以上の引き上げを行った市町村も多数存在し、 

令和８年度の赤字解消及び令和９年度の保険税水準の準統一に向けて、段階的に保険税率の見直しを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 所得割率 均等割額 増減（R６→R7） 
備考 

R6 R7 R6 R7 所得割率 均等割額 

県標準保険税率 12.37％ 12.47％ 75,733 円 78,661 円 ＋0.10％ ＋2,928 円  

越谷市 12.20% 12.20％ 55,400 円 55,400 円 ― ― R7 年度改定なし 

行田市 11.40％ 12.70％ 51,000 円 65,500 円 ＋1.30％ ＋14,500 円 所得割率県内 5 位 

春日部市 10.35% 12.29％ 55,800 円 68,800 円 ＋1.94% ＋13,000 円  

上尾市 11.30% 12.30％ 59,000 円 70,000 円 ＋1.00% ＋11,000 円  

草加市 11.40% 12.73％ 44,600 円 62,100 円 ＋1.33％ ＋17,500 円 所得割率県内 4 位 

富士見市 10.65％ 11.85％ 49,900 円 60,700 円 ＋1.20％ ＋10,800 円  

坂戸市 10.90% 12.15％ 39,000 円 56,000 円 ＋1.25％ ＋17,000 円  

日高市 11.60％ 13.30％ 61,500 円 75,700 円 ＋1.70％ ＋14,200 円 所得割率県内 3 位、均等割額県内 1 位 

小川町 10.80％ 12.10％ 61,500 円 75,200 円 ＋1.30％ ＋13,700 円 均等割額県内 2 位 

ときがわ町 9.80％ 11.60％ 55,000 円 66,000 円 ＋1.80％ ＋11,000 円  

吉見町 11.30％ 12.60％ 46,000 円 60,000 円 ＋1.30％ ＋14,000 円  

皆野町 9.10％ 12.20％ 45,000 円 70,400 円 ＋3.10％ +25,400 円 
所得割率増減（Ｒ６→Ｒ７）県内 2 位 

均等割額増減（Ｒ６→Ｒ７）県内 3 位 

東秩父村 8.00% 10.02％ 48,000 円 60,600 円 ＋2.02％ ＋12,600 円 均等割額増減（Ｒ６→Ｒ７）県内 5 位 

・県内６３市町村のうち、４３市町村（６８％）において、令和７年度に税率を改定しており、令和８年度の赤

字解消及び令和９年度の保険税水準の準統一に向け段階的に見直しを進めている。 

ポイント！ 

※賦課方式２方式で、R6→R7 の増減が所得割＋1.0％以上、均等割＋10,000 万円以上の県内市町村。 

※所得割率及び均等割額は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計。 
（表９） 
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【参考②】 子ども・子育て支援金制度について   
(出典)こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室 

「子ども・子育て支援金制度について（令和７年３月）」 
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